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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属線１を絶縁被覆した電線１、及び金属線１との接合により熱電対を構成する金属線
２を絶縁被覆した電線２からなり、金属線１及び金属線２が交互に直列に接合され、接合
された金属線１及び金属線２がコイルを形成し、かつ２本以上の電線１及び２本以上の電
線２がそれぞれツイストペアを形成していることを特徴とする電線発電素子。
【請求項２】
　請求項１に記載の電線発電素子及び起電力処理部を有し、前記起電力処理部は、前記電
線発電素子で生じる熱起電力を処理する第１処理回路及び誘導起電力を処理する第２処理
回路を有することを特長とする電線発電システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水中と水上、地中と地表間等の温度差を利用した熱起電力による発電及び誘
導起電力による発電をともに行うことができるハイブリッド型の電線発電素子、並びにこ
の電線発電素子を含む電線発電システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気を消費する箇所、地域それぞれの近傍で小規模の発電を行うことは、送電設備を不
要とし送電ロスもない発電方法として近年注目されている。そして、この小規模、分散型
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の発電方法として、自然界や設置される環境に存在する温度差を利用し、いわゆるゼーベ
ック効果、すなわち、異種金属の接合部間に温度差があると電位差が発生するとの熱電効
果を利用して、Ｗオーダー又はそれ以下の発電を行う方法が提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、地表や地中にある温度差を利用して発電する熱電対発電装置
が開示されている。この発電装置は、路面、構築物の屋上面、露地面と地中上層部の温度
差から発電する地表熱電対発電機と、地中上層部と地中深層部の温度差から発電する地中
熱電対発電機とを有するものであり、未利用熱エネルギーを使い二酸化炭素の排出がない
安定した発電を目的としている。
【０００４】
　しかし、ゼーベック効果により得られる起電力は、現在知られている金属の組合せでは
、接合部間の温度差が３０℃程度であってもせいぜい１ｍＶ程度である。従って、特許文
献１に記載されているような熱電対発電装置では、多くの用途で求められる起電力は得ら
れない。また、設置される場所や時間帯等によっては、必ずしも充分な温度差が得られる
とは限らない。
【０００５】
　そこで、ゼーベック効果による熱起電力と他の起電力と組合せたハイブリッド型の発電
装置が提案されている。例えば特許文献２には、他の起電力として誘導起電力を利用する
ハイブリッド電線発電素子及び電線発電システムが開示されている。この発電素子、発電
システムでは、異種金属線からなる多数の熱電対が交互に直列に接続されており、接合部
を交互に異なる温度状態に設定してゼーベック効果による発電をするとともに、熱電対の
要素数を増し、それらを直列に接続することにより起電力の増大を図っている。
【０００６】
　さらに、熱電対をコイル状に連結して、熱電対のコイルを通る磁束の変化により生じる
誘導起電力による発電も行う。そして、磁束の変化が得られる場所として、家庭用電源コ
ード、水道メーター、窓のサッシ等が挙げられ、これらの箇所に設置することにより、ゼ
ーベック効果による起電力と誘導起電力がともに得られると記載されている（特許文献２
の図１、図２、図５、段落００２９、００６１、００６３、００７６、００８４、００９
２等）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－２７１６６６号公報
【特許文献２】特開２００７－２２８７１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　近年、小規模、分散型の発電素子、発電システムについてのユーザの要求は高まってお
り、起電力の増大とともに、より小規模な発電素子、発電システムが望まれている。しか
し、前記のような、ゼーベック効果による起電力と誘導起電力を利用した従来の発電素子
、発電システムは、この近年のユーザの要求を満たすものではなかった。例えば、３℃の
温度差でボルトのオーダーの起電力を得るためには、２５００対程度の熱電対を直列に接
続する必要があり、素子の小規模化を困難にしていた。又、特許文献２に記載されている
ような設置場所で得られる磁束の変化により大きな誘導起電力を得る場合も、同様に、熱
電対の要素数を増やす必要があり、素子の小規模化を困難にしていた。
【０００９】
　本発明は、熱起電力と誘導起電力を利用した発電素子、発電システムであって、より小
規模で従来と同様な起電力が得られる発電素子、発電システムを提供することを課題とす
る。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　本発明者は、上記の課題を解決するために鋭意検討した結果、異種金属を交互に直列に
接続してなり、ゼーベック効果による熱起電力と磁界の変動による誘導起電力を利用する
ハイブリッド型の電線発電素子、電線発電システムにおいて、熱電対を構成する金属（半
導体も含む）線を、同種の金属の線がツイストペア（撚り対線）を形成する様に配置する
ことにより、同じ大きさの装置内により多数の熱電対素子を収納し得ること、従って、同
じ大きさの装置であっても、より大きな熱起電力と誘導起電力が得られることを見出し、
本発明を完成した。すなわち、前記の課題は以下に示す各請求項の構成により解決するこ
とができる。
【００１１】
　請求項１に記載の発明は、金属線１を絶縁被覆した電線１、及び金属線１との接合によ
り熱電対を構成する金属線２を絶縁被覆した電線２からなり、金属線１及び金属線２が交
互に直列に接合され、接合された金属線１及び金属線２がコイルを形成し、かつ２本以上
の電線１及び２本以上の電線２がそれぞれツイストペアを形成していることを特徴とする
電線発電素子である。
【００１２】
　ここで「熱電対を構成する」とは、異種の金属線間が接合され、隣接する接合部が、異
なる温度状態に設定されてゼーベック効果による熱起電力を発生することを意味する。す
なわち、金属線２は、金属線１と接合されたとき、ゼーベック効果による熱起電力が発生
する金属から選ばれる。
【００１３】
　この電線発電素子では、金属線１及び金属線２が交互に直列に接合されている。従って
、金属線１及びそれと接合する金属線２の一対の組合せ（熱電対の要素）数を増やすこと
により起電力を増大することができる。又、金属線１及び金属線２が交互に直列に接合さ
れた電線はコイルを形成している。従って、このコイルを通る磁束が変化すると、誘導起
電力を生じる。
【００１４】
　この電線発電素子は、２本以上の電線１及び２本以上の電線２がそれぞれツイストペア
を形成することを特徴とする。ツイストペアを形成するとは、２本以上の電線が、互いに
巻きつくように撚られて一体化すること（２本の場合はペアを形成すること）を意味する
。２種の金属線が何れもツイストペアを形成しているので、同じ大きさの装置内により多
数の熱電対要素を収納することが可能であり、熱起電力及び誘導起電力いずれについても
より大きな起電力が得られる。又は、同じ起電力が、よりコンパクト（小規模）な装置に
より得られる。
【００１５】
　なお、ツイストペアを形成する金属線はそれぞれ絶縁性の樹脂等で絶縁被覆されている
ので金属線間には電流は流れない。そして、ツイストペアを形成するので、各金属線は撚
られてコイル状となっており、このコイルを通る磁束が変化することによっても誘導起電
力が発生する。従って、より大きな起電力が得られる。
【００１６】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の電線発電素子及び起電力処理部を有し、前
記起電力処理部は、前記電線発電素子で生じる熱起電力を処理する第１処理回路及び誘導
起電力を処理する第２処理回路を有することを特長とする電線発電システムである。この
起電力処理部は、特許文献２に記載の電源部３０と同様な処理装置であり、熱起電力を平
滑化する機能を有する回路及び誘導起電力を整流し平滑化する機能を有する回路を含む装
置である。
【００１７】
　すなわち、第１処理回路は、熱起電力による出力を平滑化する平滑化回路を有し、さら
に平滑化回路の出力を所定の電圧に昇圧する昇圧回路やその出力を充電するための充電手
段を有していてもよい。第２処理回路は、誘導起電力による交流の出力成分を整流するた
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めの整流回路と前記整流回路の出力を平滑化する平滑化回路を有し、さらに平滑化回路の
出力を所定の電圧に昇圧する昇圧回路やその出力を充電するための充電手段を有していて
もよい。
【００１８】
　本請求項の電線発電システムは、請求項１に記載の電線発電素子を用いているので、同
じ大きさのシステムであれば従来の電線発電システムより大きな起電力が得られる。又は
、同じ大きさの起電力をより小規模のシステムで得られる。従って、優れた小規模、分散
型の電線発電システムとなる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明では、熱起電力と誘導電流を利用するハイブリッド型の発電装置において、同じ
大きさの装置内に、より多数の熱電対素子を収納することが可能となりより高い起電力が
得られる。又は、同じ大きさの起電力を、より小規模の装置で得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の電線発電素子の一例の要部の構成を示す模式図である。
【図２】本発明の電線発電素子による起電力の時間変化を模式的に示すグラフ図である。
【図３】本発明の電線発電システムの回路構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態を図に基づいて説明する。なお、本発明は、以下の実施の形
態に限定されるものではない。本発明と同一および均等の範囲内において、以下の実施の
形態に対して種々の変更を加えることが可能である。
【００２２】
　本発明の発電素子を構成する２種の金属線の種類やその組合せは、ゼーベック効果を生
じさせる温度環境と誘導起電力を発揮させる外部磁界等を考慮して最適な組合せが選択さ
れる。例えば、家庭内や屋外、温帯における地上と地表等の通常の使用環境であれば、起
電力や経済性の観点から、クロメル（Ｎｉ－Ｃｒ系合金）とナイシル（Ｎｉ－Ｓｉ系合金
）、鉄（Ｆｅ系）とコンスタンタン（Ｃｕ－Ｎｉ系合金）、Ｃｕ－コンスタンタン等を挙
げることができる。
【００２３】
　金属線１及び金属線２を絶縁被覆する絶縁性の樹脂としては、エナメル線の被覆等に通
常用いられる樹脂、ポリウレタン、ポリイミド等を用いることができる。
【００２４】
　ツイストペアの撚りのピッチは、接合部間の距離、金属線の直径、設置場所の環境等に
よりその好ましい範囲は変動し、前記の条件等を考慮して最適なピッチが選択される。。
【００２５】
（１）次に、本発明の電線発電素子の一例の形態を、その要部の構成を示す図面を参照し
つつ説明する。図１は、本発明の電線発電素子の一例の要部の構成を示す模式図である。
【００２６】
　図１において、破線で表される１０は絶縁被覆されたＣｕ（電気銅）線（金属線１）で
あり、実線で表される２０は絶縁被覆されたコンスタンタン（Ｃｕ５５ｗ％、Ｎｉ４５ｗ
％）線（金属線２）であり、１９は正極側端子であり、２９は負極側端子である。１２は
Ｃｕ線１０とコンスタンタン線２０の高温側接合部であり、２１はＣｕ線１０とコンスタ
ンタン線２０の低温側接合部であり、これらの接合部では、Ｃｕ線１０とコンスタンタン
線２０の絶縁被覆は除去され、Ｃｕ線１０とコンスタンタン線２０が接合されている。
【００２７】
　図１に示す様に、Ｃｕ線１０とコンスタンタン線２０は交互に接続されており、複数の
熱電対要素が直列に連結されて、電線発電素子が形成されている。電線発電素子による発
電が行われるとき、高温側接合部１２は高温の環境に設置され、低温側接合部２１は低温
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の環境に設置される。図１中の点線が囲まれた領域Ｔ１は、温度Ｔ１の高温部を表わし、
同Ｔ２は、温度Ｔ２の低温部を表わす。Ｔ１とＴ２の温度差を利用したゼーベック効果に
より高温側接合部１２と低温側接合部２１間に電位差が生じ、図中の矢印Ａで示す電流が
生じる。なお、図１の例では熱電対要素の数は、高温側に３箇所、低温側に４箇所しか示
していないが、これは図の煩雑化を防ぐためであり、通常の使用環境や用途の場合、大き
な熱起電力を得るため、直列に連結される熱電対要素の数ははるかに多く、数百～数千に
達する場合が多い。
【００２８】
　又、図１に示す様に、２本のＣｕ線１０と２本のコンスタンタン線２０は、互いに巻き
つくように撚られてツイストペアを形成している。この電線発電素子を、図１中の点線Ｂ
で表わされる磁束が変化している環境に置けば、ツイストペア中の各金属線はコイル状に
形成されているので、各金属線中にこの磁束の変化による誘導起電力が生じる。前記のよ
うに、通常の場合、熱電対要素の数は数百～数千に達し、従って多数のツイストペアが直
列に連結しているので、大きな誘導起電力を発生することも可能である。
【００２９】
　さらに、Ｃｕ線１０からなるツイストペアは、図１において紙面の上方に突出するよう
に設けられており、コンスタンタン線２０からなるツイストペアは、図１において紙面の
下方に突出するように設けられており、Ｃｕ線１０からなるツイストペアとコンスタンタ
ン線２０からなるツイストペアが連結してコイルが形成されている。そして、この電線発
電素子を、図１中の矢印Ｃで表わされる磁束が生じかつこの磁束が変動している環境に置
けば、各金属線中にこの磁束の変化による誘導起電力が生じる。
【００３０】
　なお、設置される箇所の磁界の如何によっては、Ｃｕ線１０からなるツイストペアとコ
ンスタンタン線２０からなるツイストペアを連結して形成するコイルの内部に強磁性体を
はめ込むことにより、誘導起電力の増加を図ることも可能である。
【００３１】
　このようにこの電線発電素子によれば、ゼーベック効果による熱起電力及び種々の方向
の磁束の変化による誘導起電力が生じ、これらを利用しているので、従来の電線発電素子
に比べて大きな起電力を得ることができる。
【００３２】
（２）続いて、本発明の電線発電素子の一例（（１）にて説明した電線発電素子の構成）
による発電の様子を、図面を参照しつつ説明する。図２は、この電線発電素子による起電
力の時間変化を模式的に示すグラフである。グラフの縦軸は起電力（発電電圧Ｖ）を示し
、横軸は時間の経過を表わす。
【００３３】
　図２中のＶ１は、ゼーベック効果で生じた熱起電力を表わす。一般的には電線発電素子
の熱電対の接点間の温度差の変化は穏やかであるため、図２に示されるようにゼーベック
効果で生じた熱起電力Ｖ１は略一定である。即ち、一定電圧下での直流である。
【００３４】
　一方、誘導起電力は、磁束の変化、すなわち、磁界の強度や向きの変化に応じて電圧や
向きが変化する。図２中のＶ２はこの誘導起電力を表わすが、図２に示されるように、電
圧や向きが変化する交流である。従って、熱起電力及び誘導起電力を合成した起電力は、
図２の実線で示す波型のように変化する。
【００３５】
　実際には、高温側Ｔ１と低温側のＴ２の温度差、コイルの大きさやその内部を通過する
外部磁界の方向や強度の変化等の如何によって、Ｖ１とＶ２の絶対値そのものやその大き
さが変化する。そこで、これらの変化による影響を緩和するために、本発明の電線発電シ
ステムでは平滑化回路が設けられている。
【００３６】
（３）次に、本発明の電線発電素子を用いた電線発電システムの１例の形態を、図面を参
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照しつつ説明する。
【００３７】
　図３は、本発明の電線発電素子を用いた電線発電システムの構成を示す図である。図３
において、１００は本発明の電線発電素子である。電線発電素子１００としては、（１）
にて説明した電線発電素子等を使用することができる。
【００３８】
　図３において、２００は起電力処理部である。又、２１１は熱起電力の平滑化回路ＴＨ
であり、２１２は誘導起電力の平滑化回路ＩＤであり、２２０は整流回路であり、２４０
は充電手段であり、３００は電力使用機器である。
【００３９】
　電線発電素子１００の熱起電力による出力は、平滑化回路ＴＨ２１１により平滑化され
て、充電手段２４０を充電する。電線発電素子１００の誘導起電力による出力は、交流で
あるので、整流回路２２０により直流に変換された後、平滑化回路ＩＤ２１２により平滑
化されて、充電手段２４０を充電する。すなわち、平滑化回路ＴＨ２１１は、電線発電素
子で生じる熱起電力を処理する第１処理回路を構成し、整流回路２２０及び平滑化回路Ｉ
Ｄ２１２は、電線発電素子で生じる誘導起電力を処理する第２処理回路を構成する。
【００４０】
　充電手段２４０は、リチウム電池等の２次電池を有し、さらに平滑化された熱起電力や
誘導起電力を２次電池の充電可能な電圧に昇圧するための手段、又充電を制御するための
手段として、昇圧回路、充電回路、コンデンサー、充電制御回路等を有していてもよい。
【００４１】
　図３の電線発電システムでは、電線発電素子１００で発電された電力は、充電手段２４
０に蓄電された後、充電手段２４０から電力使用機器３００に供給される。電線発電素子
１００で発電された電力を直接電力使用機器３００に供給する方法も考えられるが、充電
手段２４０に蓄電した後供給することにより、安定した電圧で電力を供給することができ
る。
【００４２】
（４）続いて、前記の電線発電システムの利用例、特に設置個所について説明する。
【００４３】
　本発明の電線発電システムは、特許文献２の請求項９～１１に記載の設置方法と同様に
設置することができる。例えば、電線発電素子１００を、矩形のコイルの状態に成形し、
その対向する辺を、異方向に交流電流が流れる一対の平行導線の一方の導線の近傍で並走
するように配置するとともに、電線発電素子１００の温接合部を前記平行導線の一方のジ
ュール熱による発熱がある当該導線に密着させ、冷接合部を前記平行導線から断熱材で隔
離して外気温に触れるように設置して、熱起電力とともに誘導起電力を得る方法も考えら
れる。具体的な設置場所としては、家庭用交流電源の電源アダプターが考えられる。
【００４４】
　又、矩形のコイルの状態に成形された電線発電システム１００の一辺を水道管に沿って
設けるとともに、対向する辺を、異方向に交流電流が流れる一対の平行導線の一方の導線
の近傍で並走するように配置し、冬場は、電線発電素子１００の冷接合部を水道管に密着
させ、電線発電素子１００の温接点部を地中に埋設し、夏場は、温接合部を前記金属管に
密着させ、冷接合部を地中に埋設して、熱起電力とともに誘導起電力を得る方法も考えら
れる。
【００４５】
　電線発電素子１００の矩形のコイルの状態に成形されたその一辺を、窓、ドア、壁、屋
根など非導電性材料の外縁部に沿って内蔵させ、その一接合部を外気に、他の冷接合部を
室内気に触れるように、設置する方法等も考えられる。
【００４６】
　なお、家庭用の温水供給用の配管等では不使用が継続することが多く、この結果配管の
温度が常温あるいは周囲環境の温度と同じとなり、ゼーベック効果による発電を期待でき
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ずある。そこで、家人が温水を使用している場合にはゼーベック効果による発電を主に行
い、温水を使用していない場合には誘導起電力で生じた電流を用いて待機状態を維持する
等の必要最小限の処理を行わせることができる。
【００４７】
　なお、工場等においても、休日や深夜には温水管や熱水管の温度が低下するが、一方電
力用電線の存在による大きな磁界変動が期待できる場合には、前記と同様の作用、効果を
発揮することが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明は、電気を消費する箇所、地域それぞれの近傍で小規模ではあるが電力を供給す
ることが可能であるため、例えばユビキタスセンサーネットワーク等へ利用することがで
きる。
【符号の説明】
【００４９】
１０　　　Ｃｕ線
１２　　　高温側接合部
１９　　　正極側端子
２０　　　コンスタンタン線
２１　　　低温側接合部
２９　　　負極側端子
１００　　電線発電素子
２００　　起電力処理部
２１１　　平滑化回路ＴＨ
２１２　　平滑化回路ＩＤ
２２０　　整流回路
２４０　　充電手段
３００　　電力使用機器
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